
令和６年度 北海道開発局関係補正予算について

１ 令和６年度補正予算については、「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経
済対策」（令和６年11月22日閣議決定）及び「防災・減災、国土強靱化のための５か年
加速化対策」（令和２年12月11日閣議決定）に基づき、「日本経済・地方経済の成長
～全ての世代の現在・将来の賃金・所得を増やす～」及び「国民の安心・安全の確保
～成長型経済への移行の礎を築く～」ために必要な経費が計上されました。
（事例等については、Ｐ５以降を参照。）

○令和６年度北海道開発局関係補正予算
うち一括配分

直 轄 事 業 ８７８億円 （１６６億円）
補 助 事 業 １，４００億円 （ １億円）

計 ２，２７８億円 （１６７億円）

（１）日本経済・地方経済の成長
～全ての世代の現在・将来の賃金・所得を増やす～

・高収益作物の生産拡大に向けた大区画化・汎用化等の農地整備、畜産クラスターを後

押しする草地整備、水産物の輸出拡大に向けた漁港の整備等により、農業・水産業の

持続可能な成長及び食料安全保障の強化を推進。

・生産性向上・地方創生に資する道路ネットワークの整備等。

・こどもの安全な通行の確保に向けた道路交通環境の整備等の推進。

・生産性向上や民間投資の誘発等に資する港湾機能の強化。

・地域活性化を実現するかわまちづくり等の良好な水辺空間を創出。

・官民連携により地方創生を図るため、ウォーターＰＰＰの導入に向けた調査検討の支

援等を実施。

・脱炭素化を図るため、道路照明のＬＥＤ化等による道路施設の省エネ・再エネの活用

を実施。 等

（２）国民の安心・安全の確保
～成長型経済への移行の礎を築く～

・気候変動の影響による災害の激甚化・頻発化に対応するため、あらゆる関係者が協働

して取り組む「流域治水」等の考え方に基づき、ハード・ソフト一体となった事前防

災対策を加速化。

・災害に強い国土幹線道路ネットワークの機能を確保するため、高規格道路のミッシン

グリンクの解消、高規格道路と代替機能を発揮する直轄国道とのダブルネットワーク

の強化等を実施。
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・道路の通行止めのリスク解消や津波や洪水からの避難場所確保のため、河川に隣接す

る道路構造物等の流失防止対策や法面・盛土対策、無電柱化、高架区間等を活用した

避難施設の整備等を実施。

・気候変動影響により激甚化・頻発化する風水害や切迫する地震災害等に対応するため、

港湾及び空港施設について、耐震化、高潮・高波対策等を実施。

・予防保全型インフラメンテナンスへの転換を図るため、河川・ダム、道路、港湾・漁

港、海岸、公園、農業水利施設等の重要インフラについて、早期に対策が必要な施設

の修繕等を集中的に実施。

・令和６年能登半島地震等を踏まえ、ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ等の災害対応に係る支援体制・

機能の強化を図るため、情報通信機器やトイレコンテナなどの資機材等を充実。

・地域における防災・減災、国土強靱化を推進するため、地方公共団体の取組について

重点的な支援を実施。 等

２ 積雪寒冷地域などの地域の実情に応じた公共事業の発注措置として、いわゆるゼロ
国債（当該年度の支出はゼロであるが、年度内に契約発注が可能）により、効率的な
執行を促進。

○国庫債務負担行為（ゼロ国債）

うち一括配分
直 轄 事 業 ３２５億円 （ ４８億円）
補 助 事 業 ３６億円 （ － ）

計 ３６１億円 （ ４８億円）
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【 直 轄 】 （単位：百万円）

治 水 19,166 4,232
海 岸 255 0
道 路 31,422 11,998
港 湾 整 備 4,263 179
空 港 整 備 90 0
都 市 水 環 境 整 備 121 121
国 営 公 園 等 170 0
農 業 農 村 整 備 25,189 0
水 産 基 盤 整 備 5,800 0
官 庁 営 繕 1,372 27

合 計 87,848 16,558
注 １．計数整理の結果、異動を生じることがある。

２．四捨五入の関係で合計と内訳が一致しない場合がある。

【 補 助 】 （単位：百万円）

治 水 19,502 0
海 岸 1,317 0
道 路 14,294 0
港 湾 整 備 138 0
市 街 地 整 備 15 0
上 下 水 道 144 130
下 水 道 1,524 0
農 業 農 村 整 備 50,776 0
水 産 基 盤 整 備 14,493 0
社 会 資 本 総 合 整 備 37,769 0

社会資本整備総合交付金 6,492 0
防 災・安 全 交 付 金 31,277 0

合 計 139,972 130
注 １．計数整理の結果、異動を生じることがある。

２．四捨五入の関係で合計と内訳が一致しない場合がある。

事 項
補 正 追 加 額

備 考
一括配分額

令和６年度 北海道開発局関係補正予算（事業費）

事 項
補 正 追 加 額

備 考
一括配分額
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【 直 轄 】 （単位：百万円）

治 水 8,877 256

道 路 8,375 3,275

港 湾 整 備 5,318 1,176

空 港 整 備 860 0

都 市 水 環 境 整 備 76 76

農 業 農 村 整 備 8,073 0

水 産 基 盤 整 備 932 0

合 計 32,511 4,783
注 １．計数整理の結果、異動を生じることがある。

２．四捨五入の関係で合計と内訳が一致しない場合がある。

【 補 助 】 （単位：百万円）

道 路 322 0

農 業 農 村 整 備 1,222 0

水 産 基 盤 整 備 2,056 0

合 計 3,600 0
注 １．計数整理の結果、異動を生じることがある。

２．四捨五入の関係で合計と内訳が一致しない場合がある。

事 項
ゼ ロ 国 債

備 考
一括配分額

事 項
ゼ ロ 国 債

備 考
一括配分額

令和６年度 北海道開発局関係補正予算（事業費・ゼロ国債）
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治水事業

○国民の安心・安全の確保 ～成長型経済への移行の礎を築く～

○気候変動を見据えた府省庁・官民連携による「流域治水」等の推進
気候変動の影響による災害の激甚化・頻発化に対応するため、あらゆる関係者が協働して

取り組む「流域治水」等の考え方に基づき、ハード・ソフト一体となった事前防災対策を加
速させます。

【河川改修】
○洪水氾濫等に対応した河道掘削等を実施。

河道掘削

河道掘削のイメージ
樹木伐採・河道掘削

河道掘削のイメージ

【砂防事業】
○土砂・洪水氾濫対策等として砂防施設の整備
を実施。

砂防堰堤工

砂防堰堤工のイメージ

透過型砂防堰堤を設けた場合、
平常時は水と土砂は下流へ流れ
ます。

大雨による洪水発生時、土砂等
は砂防堰堤で捕捉します。

砂防堰堤工

【河川維持修繕】
○老朽化した河川管理施設の修繕・更新等を
実施。

樋門の老朽化例

樋門の修繕

【堰堤維持】
○ダム管理施設内に堆積した土砂の掘削等を
実施。

堆砂掘削

かんがい用水取水口

減勢工（取水口周辺）の堆砂状況
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海岸事業

○気候変動を見据えた府省庁・官民連携による「流域治水」等の推進
気候変動の影響による災害の激甚化・頻発化に対応するため、海岸保全施設について高波対

策を実施します。

【海岸保全施設整備による事前防災対策の推進】

○白老町市街地や主要交通網（国道36号、JR室蘭本線）等の高波による背後地の浸水・越
波を防止するため人工リーフの整備を実施。

白老町
しらおいちょう

苫小牧市
とまこまいし

胆振海岸
全体平面図

護岸の越波状況

国道36号を襲う越波

白老工区人工リーフ整備

整備中
整備済

白老駅

JR室蘭本線

ポロト湖

民族共生象徴
空間中核区域

白老工区
しらおい

至 苫小牧

人工リーフ整備

国道36号

整備済 整備済

緩傾斜護岸施工箇所は越波が抑制されている

緩傾斜護岸

○国民の安心・安全の確保 ～成長型経済への移行の礎を築く～
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〈道路照明のLED化〉

〈道路の通行止めのリスク解消〉〈高規格道路のミッシングリンク解消〉

道路事業

※上記写真は全道における代表的な事例を紹介しています。

上ノ国町小砂子トンネル

JR宗谷本線

音威子府バイパス
（令和7年度開通予定） 事業中

供用中

中川IC（仮）

舗装修繕

遠軽町 白滝地区

E5

供用中

至江差町

至松前町

○日本経済・地方経済の成長 ～全ての世代の現在・将来の賃金・所得を増やす～
・生産性向上・地方創生に資する道路ネットワークの整備等
空港・港湾など広域交通拠点とのアクセス道路など、地域を支える産業等の
生産性向上に寄与し、地方創生につながる道路の整備等を推進します。

・インフラ、交通、物流等の分野におけるＧＸの推進
脱炭素化を図るため、道路照明のＬＥＤ化等による道路施設の省エネ・再エ
ネの活用を推進します。 等

○国民の安心・安全の確保 ～成長型経済への移行の礎を築く～
・国土強靱化に資する道路ネットワークの機能強化に関する対策
災害に強い国土幹線道路ネットワークの機能を確保するため、高規格道路の
ミッシングリンクの解消等を実施します。

・道路インフラの局所的な防災・減災対策等
橋梁や道路の流失、土砂災害、電柱倒壊等による道路の通行止めのリスク解
消や津波や洪水からの避難場所確保のため、河川に隣接する道路構造物等の
流失防止対策や法面・盛土対策、無電柱化、盛土区間を活用した避難施設の
整備等を実施します。

・道路の重要インフラに係る老朽化対策
予防保全型インフラメンテナンスへの転換を図るため、早期に対策が必要な
施設の修繕等を集中的に実施します。 等

至稚内市至名寄市

至稚内市

至留萌市

小平町

至遠軽町

至旭川市

〈道路インフラの老朽化対策〉

整備イメージ

被災状況

整備イメージ

音威子府IC（仮）
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港湾整備事業

○日本経済・地方経済の成長 ～全ての世代の現在・将来の賃金・所得を増やす～

生産性向上や民間投資の誘発等に資する港湾機能の強化
・地域の基幹産業の物流効率化や民間投資の誘発等の地域活性化に資する港湾施設の整
備を実施します。

○国民の安心・安全の確保 ～成長型経済への移行の礎を築く～

交通ネットワークの耐災害性の強化
・気候変動の影響により激甚化・頻発化する風水害や切迫する地震災害等に対応するた
め、港湾施設の耐震化、高潮・高波対策等を実施します。

重要インフラに係る老朽化対策
・予防保全型インフラメンテナンスへの転換を図るため、港湾の重要インフラに係る老
朽化対策を実施します。

防波堤の高潮・高波対策耐震強化岸壁の整備

泊地（水深9m）
（1.4ha）

岸壁
（水深9m）（耐震）

（270m）

港湾施設用地
（2.3ha） ふ頭用地

（1.9ha）

苫小牧港東港区

【対策前】

防波堤嵩上げ

防波堤からの越波

【対策後】

30,000DWT
（15,000トンに減載）

鉄スクラップ

既存岸壁
水深10m

岸壁
（整備中）
水深12ｍ

鉄スクラップ

大水深岸壁の整備により積載貨物量が増加

30,000DWT
（満載）

災害支援車両の輸送

はまあつま

浜厚真地区

緊急支援物資の輸送

石狩湾新港

ふ頭用地
（9.9ha）

港湾施設
用地
（1.9ha）

泊地
（水深12m）
（1.3ha）

航路・泊地
（水深12m）
（27.5ha）

東地区
既設岸壁
（水深10m）

岸壁
（水深12m）
（230m）
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都市水環境整備事業

【環境整備事業（水辺整備）】

○親水護岸・水辺整備等を実施し、水辺のにぎわいを創出させる等、観光振興の促進を図る。

親水護岸 水辺整備

親水護岸活用イメージ

親水護岸整備イメージ

イオル文化交流センター（町）

国道

観光施設

視点場整備（町）

緩傾斜整備（国）
植樹（町）

管理用道路整備（国）
看板整備（町）

緩傾斜整備（国）
植樹（町）

管理用道路整備

水辺活用イメージ

水辺整備イメージ

○水辺空間の創出
地域活性化を実現するかわまちづくり等の良好な水辺空間を創出します。

○日本経済・地方経済の成長 ～全ての世代の現在・将来の賃金・所得を増やす～
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「総合的なＴＰＰ等関連政策大綱」に基づく施策の実施

○農地の更なる大区画化・
汎用化の推進

担い手への農地集積・集約化を加
速化するとともに、スマート農業に
適した農地の大区画化や排水対策、
水管理の省力化等のためのパイプラ
イン化等の整備を推進。

農業農村整備事業

『総合的なＴＰＰ等関連政策大綱』に基づく、 「水田の畑地化、畑地の高機能化」、 「畜
産クラスターを後押しする草地整備」、 「農地の更なる大区画化・汎用化」を推進します。
防災・減災、国土強靱化を図るため農業水利施設の整備を推進します。

食料安全保障の強化に向けた農業生産基盤の適切な保全管理を促進するため農業水
利施設等の管理作業を省力化する整備を推進します。

スマート農業に適した大区画を創出

○水田の畑地化、畑地の高
機能化等の推進

排水改良等による水田の畑地化・
汎用化、区画拡大や畑地かんがい施
設の整備による畑地の高機能化等の
基盤整備を推進。

○畜産クラスターを後押し
する草地整備の推進
飼料作物の収量の増加、生産コス

トの削減に資するため、大型機械化
体系に対応した草地の一体的整備、
草地の大区画化等の基盤整備を推進。

傾斜改良された農地での収穫 大型機械化体系に対応した草地整備

整備後

大区画〔標準2.2ha〕

防災・減災、国土強靱化の推進

激甚化・頻発化する豪雨災害等を踏まえた「流域治水」の取組、農業水利施設の安定的な機能の発揮、老朽化対
策及び豪雨・地震対策に向けた防災・減災対策を推進。

農業用排水路の整備による地域の排水機能強化

2.2ha

食料安全保障の強化に向けた構造転換対策

生産者の急減に備えた生産基盤の構造転換対策のため、農業水利施設等の管理作業を省力化し食料の安定供給の
確保に向け農業生産基盤の適切な保全管理を促進するための整備を推進。

整備前 整備後

高収益作物の導入
（例：にんじん）
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水産基盤整備事業

切迫する地震・津波等の大規模自然災害や、気候変動に伴い激甚化が懸念される
台風・低気圧災害に備え、漁港施設の耐震化や耐浪化等を実施し、漁業地域の防災・
減災、国土強靱化を推進します。また、水産物の輸出拡大を図るため、輸出の拠点と
なる流通・生産拠点漁港において基盤整備を推進します。

○国民の安心・安全の確保 ～成長型経済への移行の礎を築く～

切迫する地震・津波等の自然災害や激甚化・頻発化する台風・低気圧災害による被
害を未然に防止するため、岸壁の耐震化対策、防波堤等の耐浪化対策、漁港施設の
長寿命化対策等を実施します。

○水産物の輸出拡大に向けた漁港の整備

水産物の輸出拡大を図るため、大規模な流通・生産拠点における集出荷機能の強化
や養殖水産物の生産機能の強化等に係る基盤整備を実施します。

防波堤等の拡幅や嵩上げによる越波対策

拠点漁港における屋根付き岸壁の整備 異物混入防止など衛生管理施設の整備

嵩上げ済

（越波を抑制）

未改良

（越波あり）

用地や嵩上げによる防災対策

嵩上げ
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官庁営繕事業

災害時における庁舎機能の確保、防災体制の維持
官庁施設における来訪者等の安全の確保や災害時の庁舎機能の確保等
を通じた防災体制の維持・強化を図るため、危険箇所の解消等を実施します。

受変電設備の更新庁舎外観

函館第２地方合同庁舎（北海道 函館市）
鉄筋コンクリート造 ３階建て
延べ面積 2,280㎡

本庁舎には、災害応急対策活動を行う防災官署が入居しており、老朽化してい
る受変電設備を更新し、庁舎機能の確保を通じ、災害時における防災体制の維
持・強化を図ります。

○防災・減災及び国土強靱化の推進

配電盤内部
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北海道開発計画調査

北海道総合開発計画の企画、立案及び推進に必要な調査について、令
和６年度補正予算では、「雪氷熱の利用促進に係る体制構築に関する調
査」を実施します。

【雪氷熱の利用促進に係る体制構築に関する調査】

雪氷熱利用による省エネ（脱炭素化）の取組の拡大に向けて、国道
除雪等で発生する雪氷資源を必要とする施設等で冷熱源として利用す
る仕組みづくりに向けた調査を実施します。

道路や公共施設の除排雪
（道路管理者等）

運搬（道路管理者等）

雪堆積場
（活用されず自然融解）

雪氷熱を冷熱源として利用
（工場、貯蔵庫（冷蔵）等施
設管理者）

運搬距離短縮
（コスト↓、CO2↓）

省エネ

（コスト↓、CO2↓）

道
路
管
理
者
等

施
設
管
理
者

将来イメージ

現状

＜想定されるメリット＞
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